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別冊給水装置工事施行基準は、標準給水装置工事施行基準より優先する。 

見出し（章節番号、段落番号等を含む）については、標準給水装置工事施行基準に準拠している。 

なお、別冊給水装置工事施行基準独自の事項については見出し番号を追加している。 

1．総則 

1.1 施行指針 

1.1.2給水装置の定義（P.1） 

１．水道メーターの貸与品は口径 13～40mm とする。また、口径 50 ㎜以上のメーター及び遠隔装置付集

中検針の場合は、私設メーターとする。 

なお、図 1-1 給水装置の資産・維持管理において共同住宅等での無償の修繕範囲は第１制水弁ま

でとする。 

 

3．手続 

3.3 事務手続（Ｐ.16） 

1．事前協議 

(4)その他 

〇開発行為等で将来、企業長へ無償譲渡し、配水管として取り扱われる配管については、別途協議とす

る。 

〇また、熊取水道センターが求める以下の書類を提出すること。 

提出書類：「事前協議書」（熊取町開発指導要綱に準ずる） 

〇事前協議及び給水同意を終了した後、給水主管工事を申込みする場合は、施行基準に定める書類の

ほか、以下の書類を提出する。 

① 事前協議書回答書の写し（回答内容と指示事項の写しも添付）及び給水同意の写し 

② 平面図 

③ 配管詳細図 

④ 断面図 

⑤ 交差図 

⑥ 仮設配管図（必要な場合） 

⑦ 施工手順書（任意様式） 

⑧ 給水主管工事誓約書（別紙 3） 

⑨ 他企業管の埋設状況が確認できるもの 
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2．工事の申込み 

〇他の土地に給水装置を設置し、又は他人が所有する給水装置を使用する場合は、あらかじめ、その目

的、場所及び方法を他の土地等の所有者及び他の土地を現に使用している者に通知しなければなら

ない。なお、企業団が必要と判断した場合、以下の承諾書を提出すること。 

・分岐承諾書 

他の所有者の給水装置から分岐をする場合に、既設給水装置（分岐元使用者）との協議承諾内容

の確認できる書類。 

・給水装置設置承諾書 

給水装置工事にあたり他の所有者の土地を掘削し設置する場合に、土地所有者との協議承諾内容

を確認できる書類。 

〇給水装置誓約書については、分岐部からメーターまでの既設給水管を使用するにあたり、想定される

諸問題について承諾内容を確認できる書類である。必要な書類は別途、熊取水道センターに確認する

こと。 

〇道路掘削に伴う申請手続きについては、以下のとおりとする。 

① 埋設を計画している道路について、事前に管理者と協議し、施行に関する条件及び申請に必要な

書類を確認する。 

② 道路法 34条に基づき、他の地下埋設物占用者と協議を適切に埋設、施行ができるように協議す

る。 

③ 道路管理者への占用申請について、町道･町管理道路は町へ直接申請し、国・府道は企業団にて

代理申請となるので、別紙１、２【道路占用依頼書および誓約書】その他必要書類を提出すること。 

 

4．加入金・手数料等の納付 

(1)加入金 

 〇開発区域内において既に前納された加入金がある場合の取り扱い 

以下の開発区域においては、開発者にて加入金が前納されているため徴収は行わない。 

希望が丘、自由が丘、若葉、山の手台、南山の手台の当初開発区域 

 

 

9．工事完了届及び工事検査の申込み 

給水主管工事の申込みの場合は、施行基準に定める書類のほか、下記の書類を提出する。 

① 竣工図面の電子データ（PDF、DWG及び DXF形式の CADデータ） 

② 既設給水装置の接合替え竣工図の書類及び電子データ（PDF、DWG及び DXF形式の CADデー

タ） 

③ 工事写真（PDF、画像を貼り付けた電子データ等） 

④ 水圧検査結果報告書（任意様式） 記録紙または写真を添付すること 

⑤ 継手チェックシート及び継手番号管理図 

⑥ 使用材料一覧表（任意様式） 

⑦ その他必要と認めるもの 
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給水主管 提出書類一覧表 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

申 

込 

み 

 名称 内容 出力形式 備考 

給水装置工事申込書               － A4モノクロ 様式第 1号 

位置図 －  A４モノクロ 申請箇所が容易に把握できるもの 

設計図 平面図 配管位置、管種、口径、延長等 A3又は A1カラー 別途記載例参照 

配管詳細図 材料、継手形状等 A3又は A1カラー 別途記載例参照 

断面図 埋設位置（ヨリ、土被り）、他企業管との離隔 A3又は A1カラー 別途記載例参照 

交差図 他企業管との交差 A3又は A1カラー 別途記載例参照 

仮設配管図                         － A3又は A1カラー 別途記載例参照 

寄付採納願                        － A4モノクロ 様式第 6号 

土地掘削占用承諾書（採納用）                        － A4モノクロ 様式第７号 

給水主管工事誓約書                   － A4モノクロ 別紙 3 

事前協議回答書（写）                        － A4モノクロ 事前協議回答書の写し 

第 32条協議に係わる給水同意(写）                        － A4モノクロ 第 32条協議に係わる給水同意の写し 

  

着 

手 
 

 
 

 

ま 

で 

に 

 

使用材料一覧表 

 

 

材料名、規格寸法、個数、メーカー名等 

 

A４モノクロ 

 

任意様式 

 

洗管料の領収書（写） 

 

              － 

 

A４モノクロ 

 

洗管料の領収書の写し 

竣 

工 

検 

査 

給水装置工事完了届及び検査申請書               － A4モノクロ 様式第 12号 

給水装置工事主任技術者が行う自主検査表               － A4モノクロ 様式第 13-1号 

位置図               － A4カラー 申請箇所が容易に把握できるもの 

竣工図 平面図 配管位置、管種、口径、延長等 A3又は A1カラー 別途記載例参照 

配管詳細図 材料、継手形状等 A3又は A1カラー 別途記載例参照 

断面図 埋設位置（ヨリ、土被り）、他企業管との離隔 A3又は A1カラー 別途記載例参照 

交差図 他企業管との交差 A3又は A1カラー 別途記載例参照 

給水装置工事竣工図面 －     A3カラー 様式第 2号 

工事写真    － A4カラー 任意様式 

水圧検査結果報告書               － A4カラー 任意様式 

継手チェックシート及び継手番号管理図               － A４モノクロ、A3カラー           － 

使用材料一覧表 材料名、規格寸法、個数、メーカー名等 A４モノクロ 任意様式 

電子データ（CD-R） 竣工図、工事写真 図面（PDF、DXF、DWG）、写真（PDF、オリジナルデータ） 

その他必要と認めるもの    

 
 完  

了  

後 

 

 

寄付採納願 

                                                                               

 

－ 

  

 

A4モノクロ 

                               

 

様式第 6号 

 

 

 

 

3.6工事の変更・取消し（P.27） 

１．給水装置の水栓場所等の軽微な変更は、給水装置竣工届の竣工図面に記載するのみでも可能とす

るが、事前に協議を必要とする。 
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4.設計 

4.5給水方式の決定 

4.5.1基本事項（P.4１） 

１．（６）標準的な共同住宅の引込給水口径は、次のとおりとする。 

〇直結直圧式給水の場合 

２階建て以下の共同住宅の最大給水戸数については、以下を標準とする。 

共同住宅引込給水口径別最大戸数 

 

注１） 上表はあくまで一般的な事例であり、引込給水口径別の最大戸数以内であっても、給水管の延

長や配水管状況等の現場条件により最大戸数以下となる場合がある。 

注２） 直結増圧式・貯水槽式及び 3階以上の直結直圧式の共同住宅については別途協議を必要とす

る。 

 

 

 

 

給水用具の標準使用水量 

 

 

 

 

〇将来の水需要 

 将来、水の需要が増加し給水及びメーター口径が基準範囲を超過する可能性のある施設について

は、仮の使用用途等も考慮し口径を決定するものとする。また、既設給水装置の改造時には給水及びメ

ーター口径が基準範囲を超過していないか確認を行い、改造後の給水装置において超過しない適当

な口径にて計画及び施行する。なお、上記に係る費用負担についてはすべて給水装置所有者又は使

用者の負担とする。 

 
引込給水口径 上限流量

最　大　戸　数 参考 総同時使用率
(管均等より)

30 84 2 4 2 100

％

25 56 1 2 1 100

ファミリー ワンルーム 管均等20mm
の場合（ｍｍ） （ℓ／min） ３７ℓ／戸 ２０ℓ／戸

75 529 27 37 27 70

50 235 9 13 9 90

40 150 5 8 5 90

100 942 55 78 55 60

 
給水用具の口径 （ｍｍ） 13 20 25

標準使用水量 （ℓ／ｍｉｎ） 17 40 65
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5．施工   

5.1 指定材料及び配管方法（P.73） 

２．配水管等の取付口から敷地内までの配管例や管種等は以下を標準とする。 

 

給水管口径 （ｍｍ） １３～４０ ５０～１００ １５０～２００ 

管  種 PP2層管 PE管 DIP 1種管 

継手形式 ワンタッチ式継手 EF融着 GX 

一次止水栓 ボール式止水栓※１ 
ソフトシール仕切弁 

(ＰＥ形・一体型) 

ソフトシール仕切弁 

(ＧＸ形・一体型) 

メーター 

直結止水栓 

伸縮継手付直結止水栓 

（逆流防止弁内蔵ボール式） 

ソフトシール仕切弁 

(ＰＥ形・一体型) 

ソフトシール仕切弁 

(ＧＸ形・一体型) 

配水管穿孔 

断面防食対策 
密着コア 

密着コアまたは 

防食コア 
防食コア 

明示シート 必要 必要 必要 

標示ピン 必要 必要 必要 

ロケーティング 

ワイヤー 
必要 必要 必要 

浸透防止・浸食防止 

スリーブ 
浸透防止スリーブ※２ 浸透防止スリーブ※２ ポリエチレンスリーブ 

備   考   内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 

技能配管講習 

受講修了者 
× 〇 〇 

 

※1）  口径 40㎜については、青銅製仕切弁とする。 

※2）  浸透防止スリーブについては、国府道設置の場合のみ。 

注 1)  給水管口径 75～100mmについても、分岐配水管口径や国府道部分においては GX形となる

場合があるので、協議必要。 

注 2)  既設引込給水管（分岐部から一次止水栓まで）の管種が HIVPの場合は、一次止水栓からメー

ター直結止水栓までの管種を HIVP とすることができる。 

注 3)  口径 40㎜以上の給水管をセンターラインのある道路の対向車線側より分岐する場合は、分岐

部付近に止水栓又は仕切弁を設置すること。車道部分に設置する仕切弁鉄蓋については、熊

取水道センターの仕様とすること。 

但し、不断水穿孔において水平で施工し、弁操作が可能であれば不断水仕切弁を本設仕切

弁として代用しても良いが、配水管への輪荷重の影響を避けるため、熊取水道センターが指定

する弁室の構造とすること。 

弁室の構造は P12. 5.2.3仕切弁等の設置の記載図のとおりとする。 
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〇口径 20～30㎜ 

 

 

(1)  メーター交換に支障をきたす恐れのある給水装置には、メーター下流側に止水栓又は仕切弁を設

置し逆流を防止する。なお、詳細については設計計画時に協議すること。 

(2)  給水引込時にあらかじめメーターの設置場所が決まっている場合、一次止水栓を省きメーター直

結止水栓のみとすることができる。この場合、協議が必要となる。 

使用材料の規格

材料名称 規格 材料名称 規格

配水管穿孔断面防食対策 密着コア 量水器

サドル付分水栓 Ａ形（ボール式） 直結止水栓（伸縮付） 逆止弁付ボール型

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ２層管 １種　JIS　K　6762 止水栓ＢＯＸ

分止水栓用ソケット

水道用ポリエチレン管
ワンタッチ式継手

量水器ＢＯＸ

９０°ベンド ロケーティングワイヤー

明示ピン 給水管用

水道用

９０°ロングベンド 明示シート 水道用ダブル

メータ用ソケット 浸透防止スリーブ φ13～50用（国府道埋設時のみ使用）

一次止水栓 ボール型　キー式キャップ

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ２層管

Ｍ

PPﾜﾝﾀｯﾁ式継手分止水栓用ｿｹｯﾄ

密着コア
サドル付分水栓

配水管 ※90°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞの規格がない場合

新 設 給 水 管 引 込 標 準 図（φ２０㎜～φ３０㎜）

一次止水栓を設置しない場合
PPﾜﾝﾀｯﾁ式継手９０°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ
※90°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞの規格がない口径
の場合は、90°ｴﾙﾎﾞ＋PP管＋ﾒｰﾀｰ用
ｿｹｯﾄとするなどしてメータボックス内
で直結止水栓のハンドルが適正にまわ
せるようにすること。

量水器ＢＯＸ
量水器

直結止水栓（伸縮付）
※逆流防止機能を有すること

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ２層管

PPﾜﾝﾀｯﾁ式継手９０°ﾍﾞﾝﾄﾞ

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ２層管

Ｍ

PPﾜﾝﾀｯﾁ式継手分止水栓用ｿｹｯﾄ

密着コア

PPﾜﾝﾀｯﾁ式継手９０°ｴﾙﾎﾞ PPﾜﾝﾀｯﾁ式継手ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ

Ｍ

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ２層管

一次止水栓を設置する場合

止水栓ＢＯＸ ※逆流防止機能を有すること

PPﾜﾝﾀｯﾁ式継手ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ
一次止水栓

サドル付分水栓 量水器ＢＯＸ
量水器

直結止水栓（伸縮付）

配水管 PPﾜﾝﾀｯﾁ式継手ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ
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 〇口径 40mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 種 類 

①分 水 サドル付分水栓 A形（ボール式）※1  

②継 手 PP ワンタッチ式継手  分止水栓用ソケット 

③継 手 PP ワンタッチ式継手 90°ベンド又はメーター用ソケット 

④直結止水栓 伸縮継手付直結止水栓（逆流防止弁内蔵ボール式） 

⑤メーター φ40 （公設メーター） 

⑥メーター２次側 HIナットシモク 

⑦メーター上流側止水栓 青銅製仕切弁 

⑧メーター下流側止水栓 青銅製仕切弁 

⑨管種 水道用ポリエチレン２層管 １種 ＪＩＳ Ｋ６７４２ 

⑩管保護 浸透防止スリーブ（国府道埋設時のみ使用） 

⑪明示ピン 給水管用 

※1  密着コア又は防食コア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP2 
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〇口径 50mm

.

1ｍ以内

①

道 路

配水管

M

②
③ ④ ⑤

⑥
PE

埋設表示シート

⑦ ⑧

ロケーティングワイヤー

⑨

 

 

項 目 種 類 

①分水 不断水割丁字管又はサドル付分水栓 ※1  

②継手 分止水栓用ＥＦソケット 

③メーター上流側止水栓 ソフトシール仕切弁（ＰＥ形・一体型）   

④メーター φ50 （私設メーター） 

⑤逆止弁 上水フランジ＋逆止弁 

⑥メーター下流側止水栓 ソフトシール仕切弁（ＰＥ形・一体型） 

⑦管種 ＰE管 

⑧管保護 浸透防止スリーブ（国府道埋設時のみ使用） 

⑨継手 フランジ付伸縮継手 

※1  密着コア又は防食コア 

 

〇口径 75mm～100ｍｍ 

⑥　⑦

道 路

仕切弁鉄蓋・レジンBOX

配水管

M

仕切弁鉄蓋・レジンBOX

PE
①

②

③ ④

⑤

仕切弁鉄蓋・レジンBOX

埋設表示シート

ロケーティングワイヤー

⑧

 

 

項 目 種 類 

①分水 不断水割丁字管（VK型） 防食コア GFパッキン使用すること 

②仕切弁 ソフトシール仕切弁（ＰＥ形・一体型）   

③メーター φ75～φ100 （私設メーター） 

④逆止弁 逆止弁 

⑤メーター下流側仕切弁 ソフトシール仕切弁（PE形形・一体型） 

⑥管種 ※1 ＰＥ管 

⑦管保護 浸透防止スリーブ （国府道埋設時のみ使用） 

⑧継手 フランジ付伸縮継手 
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〇口径 150mm～200ｍｍ 

道 路

仕切弁鉄蓋・レジンBOX

配水管

M

仕切弁鉄蓋・レジンBOX

DIP(GX)①

②

③ ④

⑤

仕切弁鉄蓋・レジンBOX

埋設表示シート

ロケーティングワイヤー

⑥

 
項 目 種 類 

①分水 不断水割丁字管（VK型）  防食コア  GFパッキン使用すること                                           

②仕切弁 ソフトシール仕切弁（ＧＸ形・一体型）   

③メーター φ150～φ200 （私設メーター） 

④逆止弁 逆止弁 

⑤メーター下流側仕切弁 ソフトシール仕切弁（ＧＸ形・一体型） 

⑥継手 フランジ付伸縮継手 

   

 

5.2 給水管の取出し 

5.2.1 分岐（P.74） 

8. 給水管の引込みは、原則として 1敷地につき 1引込みとする。ただし、二世帯住宅や共同住宅等は

協議によりこの限りではない。 

1．分岐の条件及び施工の留意点 

(8) 配水管からの分岐口径は以下のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１） 不断水工法は、フランジ形式とし、別途協議を行う。 

注２） 上記 A～Dの分岐方法が困難な場合は別途協議とする。 

 

 

 

Ａ サドル付分水栓

B 不断水工法又はサドル付分水栓

C
配水管布設に伴う分岐はＥＦサドル付分水栓

既設配水管布設の分岐は鋳鉄サドル付分水栓

D 不断水工法

管種 口径（mm） 20 25 30 40 50 75 100 150 200
75
100 分岐　不可
150
200
250
300
40
50 分岐　不可
75
100
50
75 分岐　不可
100

ビニル管

配水用ポリエチレン管

配水管 分岐管の口径（mm）

ダクタイル鋳鉄管 Ａ

Ａ

C

Ｂ

Ｄ

D

D

Ｄ

D
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5.2.3 仕切弁等の設置（P.75） 

2. 仕切弁及びバルブの材料構造 

口径 φ40        青銅製仕切弁  

口径 φ50～φ100   ソフトシール仕切弁（ＰE形・一体型） 

口径φ150～φ200   ソフトシール仕切弁（ＧＸ形・一体型） 

 

〇 弁室の構造 

   車道の場合  口径φ40以上φ150    円形１号（青） 

口径φ200           円形 2号（青） 

個人敷地    口径φ40            止水栓ＢＯＸ （自動車等通行する場合は円形 1号） 

口径φ50以上φ150    円形 1号（青） 

 

口径φ40～φ150 円形 1号(青)                   口径φ200 円形 2号（青） 

5.2.4 配管（P.76） 

１．道路等の配管 

(1)埋設深さ表（参考）   

種    別 埋設深さ 備       考 

国 府 道 ８０ ㎝以上 
埋設基準がある場合はそちらを優先 

町    道 ８０ ㎝以上 

私    道 ８０ ㎝以上 所有者に確認必要 

宅 地 内 ３０ ㎝以上  

※埋設深さについては道路管理者と確認すること。 

〇既設給水に鉛管が使用されていることが事前調査及び給水工事施行中に判明した場合は、別途熊

取水道センターと詳細について協議し、布設替えを実施すること。 

〇給水管の口径が 50㎜以上で公道に縦断で配管を希望する場合、無償譲渡とし配水管として企業

長が譲り受ける。 
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ａ ｂ

c

5.3 土工事等 

5.3.1 土工事（P.78） 

2. 掘削に先立ち事前の調査を行い、道路管理者、泉佐野警察署の許可及び他の地下埋設占用者及び利害

関係者の協議を完了し施行を行うこと。 

 

5.3.4 給水管の明示（P.79） 

２．明示ピンは、熊取水道センターの指示により設置すること。 

(1) 給水管の引込み位置を示す明示ピンを官民境界付近に設置すること。 

(2) 給水管にはロケーティングワイヤーを布設すること。 

 

 

 

5.4 メーター設置基準 

5.4.1 メーター室の構造（P.82） 

１．(2)口径 40ｍｍ、50ｍｍ、75ｍｍのメーター室の構造は次のとおりとする。 

〇口径 40ｍｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※a.bは最小寸法、ｃは参考寸法、単位は mm 

 

 

 

 

 

メーター口径 L１ L２ a b c 

40 193～198 245 500 200 200 
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〇口径φ50mm （参考図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇口径φ75・100mm（参考図） 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：mm 

メーター口径 
メーター室寸法 メーター長さ 

A B Lm  

50 840以上 420以上 560 

75 1200以上 610以上 630 

100 1200以上 650以上 750 

※1上記の寸法を満たせば現場製作でも可とする。品質については協議すること。 

※2 メーター交換を容易となるように設置すること。 

 

5.4.2 メーターの設置（P.84） 

3．水道センターのメーター設置方法 

〇遠隔監視メーターについては、別途協議すること。 

B
 

参 考 図 

 

  

 
   

PE 管 

 

BはAと直角方向の

断 面 内 寸 法 と す

る。 

A 

A 
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6．直結（直圧・増圧）式給水の施行基準 

6.1 3～5階直結直圧式給水（P.100） 

1. (3) 必要分岐給水口径と配水口径が 1 ランク以下の口径の場合、片送り配水管の区間延長が概ね

50m以内であること。 

(6) (1)～(5)の要件を満たす場合でも以下の場合については適用しない。 

〇断水や減水が直接影響のある飲食店等が入居している建築物 

〇生産ラインで冷却用に水道水を使用している建築物 

 

2．(4) 逆流防止弁を設置する位置は以下のとおりとする。 

〇戸建住宅、小規模な店舗、事務所、工場および戸建住宅に併設される小規模な店舗、事務所は、1階

部分のメーター下流側に設置すること。 

〇共同住宅、比較的大きな店舗、事務所、工場および共同住宅に併設される店舗事務所は、各パイプシ

ャフト内最下部および各メーター下流側に設置すること。 

 

3． (2) 

⑥ 老朽化による管内に錆が著しく発生していないこと。 

⑦ 現状の使用状況で赤水等の水質異常がないこと。 

⑧ 維持管理に重要な止水装置が正常に作動していること。 

⑨ 特に高架水槽方式からの切替えの場合、流れ方向の逆転や水圧増加のため、新設管への布設替を

原則とする。 

 

5． (1)水圧測定に 1週間を要するため審査期間については 2週間を標準とする。しかし、共同住宅や使

用水量の多い店舗、工場等は審査期間についてさらに時間を要する場合があるため、工期に余裕をもっ

て水圧調査を申込むこと。 

 

12．その他 

〇将来の水圧低下にも対応できるよう、増圧装置のスペースを確保すること。 
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6.2 直結増圧式給水（P.104） 

1. (3) 片送り配水管の場合、片送り配水管の区間延長が概ね 50ｍ以内であること。 

(6) (1)～(5)の要件を満たす場合でも以下の場合については適用しない。 

〇断水や減水が直接影響のある飲食店等が入居している建築物 

〇生産ラインで冷却用に水道水を使用している建築物 

 

2.(4) 各パイプシャフト内最下部および各メーター下流側に逆流防止弁を設置すること。 

(7) また、減圧式逆流防止装置の排水は、適切な吐水口空間を確保した間接排水とすること。 

 

(9)  

⑭ 将来の使用水量の増加や水圧変動も考慮し、ある程度の余裕水頭を確保する。 

⑮ 増圧装置の上流側圧力センサーは、原則として減圧式逆流防止器直近の上流側とすること。 

⑯ 増設装置の故障等の異常を早期発見できるよう警報装置を設け装置本体および管理人室等に表示

できる装置を設置すること。 

⑰ 維持管理運転を１日 1回以上自動で行う機能を有すること。 

 

3． (2) 

⑥ 老朽化による管内に錆が著しく発生していないこと。 

⑦ 現状の使用状況で赤水等の水質異常がないこと。 

⑧ 維持管理に重要な止水装置が正常に作動していること。 

⑨ 特に高架水槽方式からの切替えの場合、流れ方向の逆転や水圧増加のため、新設管への布設替を

原則とする。 

 

5． (1)水圧測定に 1週間を要するため審査期間については 2週間を標準とする。しかし、共同住宅や使

用水量の多い店舗、工場等は審査期間についてさらに時間を要する場合があるため、工期に余裕をもっ

て水圧調査を申込むこと。 

 

10.維持管理 

(4)定期点検の実施 

〇設置者は、増圧装置等の異常、故障等の緊急時に迅速に対応するため、増圧装置付近の使用者の

見やすい場所に増圧装置等緊急連絡先を掲示するものとする。 
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7．検査 

7.1. 主任技術者が行う竣工検査（P.108） 

１．提出書類についての留意事項は以下のとおりとする。 

 〇平面図 

  ・分岐部・一次止水栓及びメーターが確認できるようオフセットの記入 

  ・給水管の埋設深さの状況 

 〇写真 

  ・分岐部の穿孔部分に密着コアまたは防食コアの設置状況 

  ・給水管の埋設深さの状況 

  ・給水管の接合状況 

  ・サドル付水栓及び給水装置の耐圧試験状況（記録紙を含む。） 

  ・メーター下流部の水圧テスト状況（加圧直後と 10分後の２回。） 

※記録チャートでも可とする。（但し、臨時栓については不要） 

 

7.2. 企業団が行う検査（P.110） 

3．検査内容 

(1)分岐工事検査 

②穿孔前の水圧検査 

ア．水圧検査 

水圧検査の方法は一般的に次のとおりである。 

管内の残留空気の排除や、管種によっては管内の吸水の影響を少なくするため、水圧検査は管内に

充水後一昼夜程度経過してから行うことが望ましい。検査は検査水圧まで加圧した後一定時間保持

し、その間の管路の異常の有無及び圧力の変化を調査する。検査水圧、保持時間及び許容圧力低下

量については、表 7-4-2のとおりとする。 

 

水圧検査方法は以下の内容を遵守し、表 7-4-2のとおり行うこと。 

ア．給水管 

（ⅰ）．給水管の水圧検査は、分水栓を穿孔する前に実施すること。 

（ⅱ）．検査箇所は引き込む給水管全数とし、全て写真で管理すること。 

（ⅲ）．熊取水道センター職員が指示した場所については立会いを受けること。 

イ．給水主管 

（ⅰ）．新設する給水主管については、水圧検査を実施すること。水圧検査の開始時と終了時は、熊取

水道センター職員の立会いを受けること。 

（ⅱ）．検査作業に必要な材料、加圧機器及び電力設備等は、指定工事業者が準備しなければならな

い。 

（ⅲ）．水圧検査の結果は全て記録し、その報告書を提出すること。 
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表 7-4-2 水圧検査方法（熊取水道センター） 

種 別 水圧検査方法 立会頻度 写真管理 

給 水 管 管路水圧（サドル又は不断水 T字管～止水

栓）を 0.75MPaに上昇後、10分間放置 

※この時、サドル分水栓のコックは開とする。 

             ↓ 

0.60MPa以上あれば合格 

1給水装置毎 

（穿孔前）に 1回 

配管状況、テストポンプ及

びゲージ、黒板が確認でき

るもの            

※見づらくなる場合は別途

近景で撮影すること。 

給水主管 管路水圧（全路線）を 0.75MPaに上昇後、 

1時間放置 

※チャート紙にて計測 

             ↓ 

0.65MPa以上あれば合格 

水圧検査が可能

な範囲毎に立会

いを行う。開始

時、3分、10分、

30分、終了時に

1回ずつ    

(写真記録を行う) 

配管状況、テストポンプ及

びゲージ、黒板が確認でき

るもの 

※見づらくなる場合は別途

近景で撮影すること 

 

 

 

7.3. 検査の合否（P.112） 

2. また、手直しを要求され指定された期間内に給水装置の改善が行われない場合や、正当な理由なし

に検査を拒んだ場合は給水停止の措置をとる場合がある。 

4. 工事検査合格日については、給水装置工事竣工検査日とする。



 

 

 

（別紙１） 

道路占用許可申請依頼書 

 

 令和   年  月  日 

 

（宛先） 

大阪広域水道企業団企業長 様 

 

       住 所               

 

     申請者(施工業者名) 氏 名              

 

       連 絡 先               

 

 

下記記載地先の上水道管埋設占用許可申請について大阪広域水道企業団熊取水道センター長名

義にて、申請していただきますよう依頼します。 

 

記 

 

占 用 場 所 
路 線 名  

当該地番  

占 用 目 的 上水道管の埋設（本管・給水引込管） 

占 用 員 数 別途員数表参照 

占用物の構造 別途図面参照 

工事実施方法 別途交通処理図参照 

工 事 期 間 許 可 日 ～ 令和   年   月   日（    日間） 

その他の事項 
復旧方法 道路管理者の指示のとおり 

連絡事項  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（別紙２） 

誓  約  書 

 

 令和   年  月  日 

 

（宛先） 

大阪広域水道企業団企業長 様 

 

 

            施工業者名                印 

        

 

下記工事施行にあたり、工事完了までの間において（工事期間または本復旧まで）関係法令を

遵守し、安全かつ苦情の無いよう責任をもって施行します。万一、事故等が発生した場合につい

ては、全て施工業者にて責任を負うことを誓約いたします。 

なお、工事完了後の施行不良等による沈下や漏水等の問題、また、その他利害関係者との係争

についても速やかに責任をもって対処します。 

 

 

記 

 

 

１．施行場所                             

 

２．工事目的                             

 

３．工事期間  道路占用使用許可の工事期間のとおり 

 

 

 

 



 

 

（別紙３） 

 令和   年  月  日 

 

（宛先） 

大阪広域水道企業団企業長 様 

 

住    所                    

（給水装置工事申込者）氏名又は名称 

             代表者の氏名                 

        

 

給 水 主 管 工 事 誓 約 書  

 

この度、下記の場所にて給水主管工事の申込みをするにあたり、下記の事項を条件とし、遵守

することを誓約します。 

 

給水主管工事場所    

 

１．大阪広域水道企業団水道事業給水条例及び大阪広域水道企業団水道事業給水条例施行規程を

遵守します。 

２．申請場所の道路形態は完成していることを確認のうえ施行します。 

３．企業長が必要と認めるときは、利害関係書等の同意書等を提出します。なお、給水主管工事 

 を施行するにあたり発生した問題については、申込者が解決します。 

４．工事の施行は手数料等の納入後とし、全額申込者の負担とします。 

５．正当な理由なく納入期限までに手数料等を納金しない場合、申込みを取り消したとみなされ

ても異議は申しません。 

６．工事竣工後、手数料等を精算した結果、不足が生じたときは、速やかに不足額を企業団に納

入します。 

７．設置した給水主管は大阪広域水道企業団に無償譲渡し、譲渡後の維持管理は大阪広域水道企

業団が行います。なお、譲渡した水道施設がある土地を第三者に帰属、譲渡又は売却する場合

は、相手方にその内容を周知し、継承いたします。 

８．譲渡を受けた日から２年以内に当該水道施設に瑕疵のあることが判明した場合は、申込者の

費用をもって改修いたします。 

９．上記にない事項又は疑義が生じたときは、その都度協議し処理いたします。 


